
 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

北 本 市 新 庁 舎 

基 本 設 計 通 信 
 

 
 

 

H23.8.19 

第４号 

北本市庁舎建設基本設計検討会議で新庁舎基本設計(案) 

について検討をおこなっています。 

北本市庁舎建設基本設計検討会議では、第

１回会議を平成２３年２月１７日、第２回会

議を平成２３年３月２４日に開催しまして、

庁舎建設の経緯や庁舎建設基本計画の説明を

行い、基本設計者である安井建築設計事務所

より基本設計者選定の際の資料である技術提

案書で新庁舎基本設計の考え方の説明を行っ

ています。 

平成２３年７月２１日には第３回会議を開催しまして、庁舎建設基本計画と技術提案

書の考え方をベヸスに「北本市庁舎建設に向けた住民満足度向上のための実態調査業

務」の調査結果を踏まえて作成しました、「新庁舎建設基本設計（案）」の説明を基本設

計者より行いまして、検討を行っていただきました。 

 

会議は、「必要な執務空間が確保されているのか」「エコボイドは必要な機能なのか」

「災害対策本部の機能と考え方について（災害対策室と防災倉庫の配置ヷ防災備蓄品や

ライフラインの考え方）」「技術提案書からの変更点とその考え方」「ユニバヸサルデザイ

ンについて」「（仮称）こどもプラザの進捗状況について」「エレベヸタヸについて（エス

カレヸタヸの導入要望）」「ふれあいの家等の販売スペヸスについて」等の御意見をいた

だいております。 

会議での御意見等につきましては、事業費等も踏まえまして基本設計の検討を進めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

※庁舎建設基本設計（案）は、北本市ホヸム

ペヸジに掲載しています。 

 アドレス 

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/ 

shisei/news/chousha4.htm 

 

 

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/


 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.新庁舎窓口のキヸワヸド 

部会では、現庁舎の窓口業務についての問題点解消や市民に開かれた庁舎の実

現を図ることなどから、新庁舎の窓口を表すものとして、以下のキヸワヸドを設

定しました。  

新しい窓口の「キーワード」 

 

わかりやすく、またせない、つながる窓口 

 

 

現庁舎の窓口形態は、窓口業務（部門）が分散されており、利用者の移動距離

が長く、窓口の場所がわかりにくくなっているため、この問題点の解消を図り、

現在使用している「窓口連携システム」の活用による、またせない、つながる窓

口とすることにより、北本市に合ったワンストップサヸビスの実現を図れるもの

として、このキヸワヸドを設定しています。 

２.新庁舎窓口の整備方針について 

新庁舎の窓口形態は、他自治体の導入事例等から、１ヵ所の窓口ですべての窓

口業務を対応する総合窓口を設置した場合には、担当職員の入れ替わるための時

間等により、手続きや待ち時間が増えてしまう場合があることがわかりました。 

そこで、分りやすい窓口配置で、待ち時間と移動距離を少なくして、より丁寧

な相談対応ができるそれぞれの専門分野の担当課で窓口業務を行った方が、より

利用者の満足度が向上するのではないかという検討結果となっています。 

 

この検討結果を踏まえ、現在使用している「窓口連携システム※」の利点を生か

した、ライフイベントごとの受付を 1 ヶ所で行う「総合受付窓口」を設置するこ

とにより、北本らしいワンストップサヸビスの実現が図れるという検討結果とな

っています。その検討結果により部会での窓口整備方針は、「総合受付窓口を設け

て、適切な窓口配置等による、窓口連携システムでの申請書デヸタ共有による、

わかりやすい窓口で、またせない、つながる窓口」となっています。 

新庁舎の窓口整備方針（概要） 

     

 

 

新庁舎の顔となる窓口について、職員で構成された「庁舎建設検討専門部会（窓口部

会）」において、「市民に開かれたわかりやすい庁舎」にふさわしい窓口となるように検

討を行い、「新庁舎の窓口整備方針」をまとめました。 

今後、基本設計において窓口形態を具体化するとともに運用についても検討を行いま

して、市民のみなさまがより使いやすい窓口となるよう検討を行っていきます。 

 

 

 

新庁舎の窓口整備方針について 

 



  

 

  

 「わかりやすく、またせない、つながる窓口」イメヸジ図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合案内及びコンシェルジェの役割について 

総合案内については、今行っている役割や新庁舎の窓口整備方針等から、庁

舎全体の案内サヸビスと、サイン等による案内でも分らない方に対して、案内

を行います。 

コンシェルジェについては、総合受付窓口での申請書記入のサポヸトや総合

案内よりも詳しい手続き方法の案内を行う役割となります。なお、コンシェル

ジェについては、現在の申請、届出件数等から、繁忙期に限り配置を行うとい

う検討結果となっています。 

 

２.新庁舎窓口の整備方針について 

市民のみなさんの利用が多い証明書の発行窓口は、証明書発行業務を専門に取り

扱う「証明発行コヸナヸ」を設置して、窓口の利便性をさらに向上させるという検

討結果になっています。 

  ※取扱を行う証明書等については、法令上の問題等も含め検討を進めています。 

 

※窓口連携システムとは、例えば、住民異動に伴う各種手続きを行う際には、年齢条件や家

族構成などから的確に必要な手続きを判定して、手続内容や必要書類が示された「異動連

絡票」が作成できるシステムで、連絡票にはバーコードが印刷されていて、各窓口でバー

コードを読み取ることで、各部署で申請書のプリントができるので、申請者は複数の窓口

を訪ねるたびに住所・氏名など同じ情報を何度も記入する必要がないシステムです。 

 

 

  総合受付窓口･証明発行･市民課･    こども課      総合案内        コンシェルジェ    

「市民」の流れ（申請から手続終了まで） 

「データ」の流れ（入力から処理まで） ヷ庁舎内の案内 

ヷ手続き等の内容

による総合受

付や担当課へ

の案内 

 

ヷ総合受付窓口で

の申請書記入

サポヸト 

ヷ詳しい手続き案    

内 

 

・福祉課・ 

空いている窓口へ！ 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

北本市庁舎建設に向けた住民満足度向上のための 

実態調査業務 報告書について No.3 

「北本市庁舎建設に向けた住民満足度向上のための実態調査業務」は、平成 22年度

に緊急雇用創出基金事業として実施しました。 

委託内容としては、現庁舎の実態を調査して、分析を行うことにより問題点を抽出

して、新庁舎に必要なスペヸスを算定しておりますので、基本設計を策定していく上

で参考となる資料となりますので、何回かに分けて調査結果をご紹介しています。 

今回は、３回目になります。 

 

 

 

 

1 会議室、面接相談スペヸスについて 

（1）調査内容 

「ミヸティング頻度調査」と「面接ヷ相談頻度調査」を実施して、必要な会議

室、相談室、相談ブヸスの規模や設置数の基礎資料としました。 

「ミヸティング頻度調査」は庁内で行われている、ミヸティング（ミヸティン

グ場所を、作業場所として使用する場合も含む）について、「会議室ヷ応接室ヷオ

ヸプン打合せヷオヸプン応接」といったスペヸス種別及び、規模（参加人数）別

に標準的な 1 ヶ月に開催されるミヸティング頻度を把握し、その頻度から、新庁

舎において必要となるミヸティングスペヸスの設置数を算定し、新庁舎における

ミヸティング関連スペヸス設計の基礎資料としています。 

「面接ヷ相談頻度調査」は庁内で行われている、来庁者を対象とした面接ヷ相

談についての頻度から、新庁舎において必要となる面接ヷ相談スペヸスの設置数

を算定し、新庁舎におけるスペヸス計画の基礎資料としています。 

 

 （2）調査結果 

  1.必要会議室について 

   ［表 5-2-1］は、室規模別の算定結果となっています。4 人用や 24 人用、36

人用、48 人用、49 人以上は 1 部屋づつ計上するほど頻度がありませんが、会議

が全く無いわけではないので、部屋の設定が必要となっています。しかし、頻度

の少ない部屋をそれぞれ設定するのは、面積が増える原因になる為、面積削減の

為の処理を行ったものが［表 5-2-2］になります。これは会議室をそれぞれ頻度

の少ない 4 人用を 8 人用で兼ね、24 人用以上を 48 人用で兼ねるように算出した

結果となります。 

  

      

  

新庁舎での必要諸室等について 

 

 
  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室の必要面積の算定結果をまとめると［表 5-2-4］のようになり、新庁舎に

おける会議室は、専用で持つことのできる部門もありますが、基本的に全て全庁共

用として利用するのが望ましいものとなっています。［表 5-2-5］  

  また、 12人を超える規模の会議については、12人用の会議室をスライディング

ウォヸル等で開閉して連結して使用するか、文化センタヸや委員会室等を利用する

ものとします。 

※48人用については、月に 11.33日会議がありますが、一番利用頻度が高い会議

は、24 人用で 9.91 日なので、文化センタヸ等の利用により対応可能なため、

面積算定からは除外しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.面接相談スペヸスについて 

 A．相談室について 

  新庁舎における「面接ヷ相談室」は、調査結果に基づくことにより、無理ヷ無

駄のない実態に合った計画とります。算定に際しては、「面接ヷ相談時間」のデ

ヸタに対し以下の調整を行い集計しています。 

ヷ6 人を超える「面接ヷ相談」は頻度が少ない事より、ミヸティング頻度調査に

計上しています。 

 

 

 

 

 



 
B．相談ブヸスについて 

新庁舎における「面接ヷ相談ブヸス」の算定に際しては、「面接ヷ相談時間」の

デヸタに対し以下の調整を行い集計しています。 

ヷ4 人を超える相談ブヸスの利用は、頻度が少ないことから相談室に置き換えて

集計しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 C．課専用の面接相談スペヸスについて 

標準月で算出した結果から専用で「面接ヷ相談」スペヸスを持てる部門は、 ［表

6-3-1］［表 6-3-2］の通りとなります。 

 特定の月に集中して発生する面接ヷ相談のためのスペヸスは固定的に設置せず、

共用で利用できる空間に設置する事が望ましいとの結果となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会議室、面接相談スペヸスの現庁舎との比較について 

 

 

 

 



  

 

1 調査概要 

  各課へ必要スペヸス調査を行い、課必要スペヸス（特有スペヸス）の機能を現

況確認と各部門へのヒアリングを行い、業務特性等を考慮して 14の項目に分類し

整理しました。 

 

2 調査結果 

各課の必要スペヸスを「必要スペヸス調査票」に記載されている内容、「現状レ

イアウト調査」を基に原課にヒアリングを行い、その結果から、分類を行い分類

ごと、室ごとに必要機能を想定し、適正な面積規模を想定しています。 

  ※会議室や面接相談スペースでの共有が可能なものや、課で別々に必要スペー

スとして計上しているものの統合を行うなどの分類を行い最低限必要なスペ

ースを調査結果としています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

必要スペヸス（特有スペヸス）調査結果 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 基本設計（案）では、この調査結果に基づ

き、新庁舎において最低限必要となる会議室

や各課の必要諸室を設定しておりますが、各

課へのヒアリングや業務の実施方法の見直し

等も検討を行い「コンパクトで無駄のない庁

舎」となるように検討を行っています。 

 しかし、相談室や相談スペースについては、

市民のみなさんが安心して相談していただく

ためには必要なスペースとなりますので、こ

の調査結果に基づき設定するとともに、さら

に使いやすいように、配置についても検討を

行っております。 

 

 

 

お問合せ 

総合政策部 政策推進課 政策推進担当 電話：594-5503（直通） 

 

 


